
令和 3年 6月 21日 

生徒、保護者の皆様      

 東京都立竹台高等学校長  

                 古屋 久男 

 

緊急事態宣言解除に伴う７月１１日までの教育活動について 

 

  日頃から本校の教育活動について、御理解御協力いただき、ありがとうございます。 

緊急事態宣言解除及びまん延防止等重点措置への移行に伴い東京都教育委員会から出された指示を踏

まえ、６月２１日以降７月１１日までの教育活動について連絡いたします。引き続きの御理解御協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 時差登校を継続しつつ、全学年登校授業とします。 ※時程及び時間割に変更はありません 

  分散登校については、7月 11日までの間に教育委員会による対応変更の指示が出なければ行いません。 

 

２ 基本的な感染症予防を、学校でも家庭でも、徹底してください。 

   ＜３密の回避、正しい手洗い、マスク着用、毎朝の検温、健康観察の継続＞ 

   校内で喫食する際は、自席で黙って済ませ、すぐにマスクを着用すること。（黙食の徹底） 

休憩時間も、生徒間の身体的距離を適切に保ち、大人数・大声・至近距離の会話はしないこと。 

   授業後は速やかに下校すること。（生徒のみの会食、カラオケの禁止） 

   不要不急の外出・移動は避けること。旅行はしないこと。 

 

  参考：都教委通知（３教総総第 744号 令和 3年 6月 18日）より抜粋 

   部活動や校内での飲食等による感染事例が見られていることから、マスクの着用や黙食の徹底、 

放課後の速やかな帰宅、不要不急の外出・移動自粛など、児童・生徒等への感染症対策の指導を 

徹底するとともに、保護者の皆様への周知をお願いします。 

 

３ 感染症対策を講じても飛沫感染の可能性の高い教育活動は行うことができません。 

 

４ 部活動は感染対策を徹底し、平日２時間程度・週休日３時間程度を目安に可能となります。但し、必ず

顧問の指示に従い、特に大会等参加については保護者の了承を得ることが必要です。合宿はできません。 

 

５ 学校行事については、その都度詳細を連絡します。都内・校内に限り、全学年が一同に集まることがな

ければ実施できますが、外部公開はできません。 

 

６ 今後も、配布物、学校ホームページ、Classiによる連絡を併用します。御確認ください。 

                                                

【問合せ先】東京都立竹台高等学校 副校長 池田 美穂                                    

                          電話番号０３－３８９１－１５１５ 


